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インスタグラム【# ニューノーマルひこね】で投稿しませんか？

「人がいない山奥でひっそりとキャン
プ。釣りや川遊びやたき火などで、自
然を満喫！」

掲載している情報は８月 21 日時点のものです。状況により、掲載内容は変更となる場合があります。

彦根市新型コロナウイルス感染症対策彦根市新型コロナウイルス感染症対策

各種支援策の
ワンストップ窓口

滋賀県行政書士会による

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た皆さんの相談に、行政書士が応じます。

☎️077-525-5670

事業の継続が厳しい 収入減で
生活が苦しい

家賃の支払が苦しい 休業中の賃金が
支払われない

相談無料

 9：00 ～ 17：00 （土・日曜、祝日を除く）
※ 12 月 28 日㈪まで設置しています。

コ   ロ   ナ  ゼロ

7 2020 / 9 / 1

　新型コロナウイルス感染症の影響で低下した購買意欲や営
業活動を活性化するため、6 月 1 日時点で市内に住民登録が
ある全世帯に商品カタログと 1 人あたり 2,000 円相当（送料な
どの経費を含む）の商品または飲食券の引換申込書を配布してい
ます（詳しくは、広報ひこね 7 月 15 日号 2 ページをご確認ください）。
申込期限  10 月 31 日㈯（当日消印有効）

＜次のような場合はご連絡ください＞
▶市内転居や郵便局で転送の手続きをしたため、商品カタロ
グおよび引換申込書が届いていない（市内居住者が対象のため「転
送不要」で発送しています）
▶商品カタログなどが届いた後に市内転居した（する予定があ
る）（商品は引換申込書に記載の住所地に送付されます。住所地の書き換
えは無効）
問 地域経済振興課☎ 30-6119　FAX 24-9676

7 月下旬にカタログを発送しました
みんなで応援！ひこねカタログチョイス事業

　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、「遠くに出かけられない」「会いたい人に会えない」など、さまざま
な制限や我慢することが多い中、できる範囲で日々の生活を楽しもうとする人々の姿が、ニュースやインターネッ
トなどで見られるようになりました。
　一人でも多くの人が前向きに暮らしていけるように、おもしろいこと・楽しいことは、みんなで共有したいという思い
から、コロナ禍をきっかけに遊びの幅が広がった皆さんからのアイディア（遊び方・遊び場所など）を募集します。
問 シティプロモーション推進課☎ 30-6103　FAX 22-1398

「河川（芹川・犬上川・宇曽川・愛知川）で
の遊びと言えば釣り！小鮎釣りは、飴

あめ

炊
だ

き、塩焼き、天ぷらがおいしくて最
高！」※アユの禁漁期間は8月21日～11月
20日（8月21日～同31日までは竿釣り、手
釣り、手づかみ、タモ網による採捕は可能）

「2歳の娘はマスクをつけることを嫌
がるので、休日は自分からおうちで遊
ぼうとします。ベランダに出て、絵の
具で手形や足形をペタペタと描きまし
た」

「湖岸に落ちている丸くなったガラス片
（シーグラス）をひたすら拾う子どもた
ち。レアな色や、大きいものなど、時々
テンションが上がるものと出会います
（松原水泳場、八坂・稲枝方面の湖岸）」

釣りスポットがいっぱい空の下でのびのびお絵かき

大自然の中でキャンプ

湖の宝石探しに夢中！

「今大人気のトランポリンで楽しく運
動不足を解消！遊び感覚で気軽にでき
ます。雨の日でも関係なく楽しめます」

おうちでエクササイズ♪ぼーっとできる貴重な時間
「家の外でコーヒーを飲みながら、ぼ
ーっと空を眺めたり、ゆっくり本を読
んだり。一歩外に出ただけで、屋内と
は違う気持ち良さを感じられます」

例えばこのような遊び方や過ごし方があります！

コロナ禍でも、日々の 生活 を 楽しむ 方法 ＜遊び編＞

①ご自身のインスタグラムのアカウントで、彦根市シティプロモーション公式アカウントをフォローする。
②写真にエピソードやコメント、ハッシュタグ（#ニューノーマルひこね）をつけて投稿する。
※遊び場所はできるだけ彦根市内でお願いします。投稿要領をご確認の上、投稿してください（公式アカウント内に
掲載）。いただいた投稿は市で選定し、公式アカウントや彦根市ホームページ、広報ひこねなどに掲載（再投稿）します。

投稿方法

▲︎彦根市シティ
　プロモーション
　公式アカウント
　QR コード

医療機関等支援補助金市民活動支援補助金

対象経費  次の項目のいずれかに該当し、4 月1 日㈬〜12 月31 日㈭に、導入・設置・支払を完了しているもの。
▶備品購入費、修繕料、工事請負費（空気清浄機・パネル・ついたて・換気扇の設置など）
▶消耗品費（マスク、消毒用アルコールなど）
他 申請は一補助対象者につき1 回限りです。申請書類など、詳しくは彦根市ホームページをご覧ください。
問 市民生活・経済再生支援室（〒 522-0041 平田町 594）☎ 30-6153

共通事項

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止策の強化
を図り、感染症に負けないよう、「新しい生活様式」
の普及・実践に取り組む市民団体などを支援します。
対象団体
▶市内に活動場所や活動拠点がある
▶非営利で公益性のある活動を行っている（親睦や
レクリエーションのみを目的としていないこと）　など
金額  最大 5 万円（補助対象経費の 10/10）

申 令和 3 年 3 月 31 日㈬までに、郵送か直接窓口

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止策の強化
を図り、市民の皆さんが安心して医療機関を受診
できるよう、体制づくりを行う医療機関などを支
援します。

対象医療機関等・対象要件  詳しくは彦根市ホー
ムページをご覧ください。
金額  最大 10 万円（補助対象経費の 10/10）

申 令和 3 年 1 月 31 日㈰までに、郵送か直接窓口

投稿期限：11 月30 日㈪

市民団体などへの支援new 医療機関などへの支援new


